
物価上昇等の影響を受けている中小企業者の皆様を資金面から支援します。
対象期間：令和8年6月12日受付開始分(予定)～令和8年12月末融資実行分
※この事業の実施は群馬県の令和８年度5月補正予算成立が前提となります。

【要件１】の場合の補助率（1/3相当）→ 1/２相当（令和7年度と同様）を補助
※国1/3相当に県1/6相当を上乗せ

保証料率 ［補助前］0.45％～1.90％ → ［補助後］ 0.23％～0.95

※令和8年6月12日（受付開始分）～令和8年12月末融資実行分 対象

（令和9年1月～3月末実行分の補助率は1/3相当になります）

群馬県HPで
群馬県内に本店・支店がある

銀行、信用金庫、信用組合及び

商工中金の融資窓口

制度融資 検索

群馬県 産業経済部 地域企業支援課 金融係

TEL：０２７－２２６－３３３２

◆融資の申込先◆

融資要件

融資対象者

次のいずれかに該当する方

融資利率 年1.7%以内

融資限度額 1億円

融資期間
10年以内
（据置期間は運転資金1年以内、設備資金及び運転設備資金3年以内）

責任共有制度 責任共有対象

申込方法 県制度融資の取扱金融機関へ直接お申し込みください。

保証料補助

※条件変更した場合に追加して生じる保証料は全額事業者負担となります。
※信用保証料に関するお問い合わせは、群馬県信用保証協会までお願いします。

保証料率 ［補助前］0.45％～1.90％ → ［補助後］0.34％～1.43％

【要件２】の場合の補助率 1/4相当を補助

信用保証料の補助があるため、通常よりも保証料負担が少なくご利用いただけます。

QRコードAIによって生成されたコンテンツは間違っている可能性があります。

本要件 の特徴

経営サポート資金 協調支援型特別保証要件（Iタイプ）

【要件１】本融資の実行と原則同時に本融資額の１割以上
（融資期間12か月以上）のプロパー融資を受けること。

【要件２】申込金融機関の支援を受けつつ、自ら経営行動計画の
策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行うこと。

保証料について補助率を群馬県単独で引き上げます！

県の補助分は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生交付金」を活用しています

https://www.pref.gunma.jp/site/seidoyuushi/
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